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公益財団法人 JAPAN BOWIING
公認ボール検査員規程

第 1条 (目 的)
公益財団法人 JAPAN BOWLING(以下 「この法人」という。)は、この法人並びに加盟団
体が主催、共催あるいは後援、主管する競技会に使用するボウリングボールは、すべて国際ボ

ウリング連盟 (International Bowling Federation 略称 :IBF)の規格に基づき、かつこの法
人のボウリング施設、設備、競技用具の規格に合格 したボウリングボールが適正に使用される

ようボール検査を実施し、ボウリング競技の公正かつ健全な普及、発展を図るとともにボール

検査員の資質の向上を日的とし本規程を制定する。

第 2条 (名 称)

公′i苺財団法人JAPAN BOWLING公 認ボール検査員 (以 ド「公認ボール検査員」という。)
と称する。

第 3条 (申請条件)

公認ボール検査員として申請する場合は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)この法人個人正会員、実業国会員及び学生連合会員
(2)公認 ドリラーに登録した者

第 4条 (中請方法)

前条第 1号―の条件を満たし、研修を受け所属都道府県連盟の推薦を得た者は、所定の申請書
に必要事項を記入 し、会費を添えて所属団体を通じ中請する。前条第 2号の条件を満たした者
は、所定の申請書に必要事項を記入し、本協会に中請する。

第 5条 (認 定)

第 3条第 1号の中請条件及び第 4条の申請方法を満たし、所属都道府県連盟代表者が認め推
薦した者をこの法人指導委員会認証部会において審査し、理事会の承認を経て、この法人会長
が資格を付与する。

第 3条第 2号・及び第 4条の申請方法を満たした者は、資格を付与する。

第 6条 (登 録 )

第 5条により認定された者は、指定された年度ごとに所属都道府県連盟を通じ本協会に公認
ボール検査員として登録手続きをしなければならないc

ただし、公認 ドリラーでボール検査員の者は、この法人に登録手続きをしなければならない。
2 新規に登録する場合は、指定された年度の残存期間をさ録する。

第 7条 (登録料 )

公認ボール検査員に認定された者は、毎年 5月 31日 までに、登録申請書|こ 1年間の登録料
1,000円 を添えて、所属都道府県連盟を通じてこの法人に納入するごただし、公認 ドリラーは
会費を免除するc

第 8条 (認定証の交付)

第 6条、第 7条の手続きを完 rした者に対し、公認ボール検査員認定証を交付する。

第 9条 (義 務 )

公認ボール検査員に認定された者は、次の義務を負うものとするc

(1)所属都道府県連盟で開催する研修会に参加し、資質の向 11に努める
(2)公認ボール検査員が検査したボールに関しては、検査員がすべての責任を負 うものとす
る



(3)ボール検査合格証には、検査員が検査したボールに対してのみ記名捺印するものとする

(4)公認ボール検査員の連絡先、住所、所属等に変更があった場合は、すみやかに所属都道
府県連盟を通じ、この法人に書面又は電磁的方法により届出るものとする。
ただし、公認 ドリラーでボール検査員の者は、この法人に届出るものとするc

第 10条 (資格の喪失)

公認ボール検査員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)認証部会が公認ボール検査員として、任務遂行上不適格と認めた者
(2)公認ボール検査員の認定を受けた後、6ヶ月以内に登録手続きを行わなかった者
(3)1年ごとの登録をしなかった者
(4)ボール検査を行わず名前だけを貸した者

(5)ボールのドリル前に、ボール検査合格証に検査員氏名を記人し発行した者

第 11条 (規程の改廃 )

木規程は、理事会の決議を経て改廃することができるc

附  員|」
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

木規程は、2008年(平成 20年)4月 1日 より施行する。
本規程は、公益財団法人全日本ボウリング協会の設立の登記の日、2012年 (｀ F乙成 24年)4
月 1日 より施行する。

本規程は、2014年 (平成 26年)3月 15日 より施行する。
本規程は、2015年 (平成 27年)4月 1日 より施行する。
本規程は、2021年 (令和 3年)6月 10日 より施行する。
本規程は、2024年 (令和 6年)4月 1日 より施行する。

2



公益財団法人 JAPAN BOWHiNG
ボウリング施設、設備及び競技用具認証規程 (抜粋)

第 1条 (目 的)
公益財団法人 JAPAN BOWLING(以下・本協会」という。)は、この法人並びに加盟団体
が主催、共催あるいは後援、主管する競技会に使用する施設、設備及び競技用具は、企て国
際ボウリング連盟 (International Bowhng Federation 略称 :IBF)の規格に基づき、検査、
認証並びに指導を行い、ボウリング競技の公正かつ健全な普及、発展を図る目的をもって、
本規程を制定する。

第 2条 (定 義)
認証を必要とするものは、原則として施設、設備、競技用具規格に記載されたものとするc
2 この法人の検査を受けて合格した施設、設備及び競技用具は、公式の競技会を開催できる施
設、設備又は公式競技に使用し得る十分な精度を持った用具であることをこの法人が認証し
たものとする。
3 この法人遊びに加盟団体が主催、共催あるいは後援、主管する競技会には、すべてこの法人
により認証されたものを使用しなければならない。

第 3条 (検査義務)
施設の部分や用具で新しいものを公認競技会に使用する場合には、使用以前にこの法人の検

査を受け合格し、認証されなければならないЭ
2 この場合、この法人指導委員会の検査を受け理事会の承認を得るものとするЭ
3 公認競技場に登録する競技場がレーン認証検査を実施する場合、競技場内にあるすべてのレ
ーンの検査を受けなければならない。
4 検査項目及び内容等は、別に定めるボウリング施設、設備及び競技用具の認証規格によるも
のとする

第 4条 (検査認証手続き)
施設、設備及び競技用具の検査認証を受けようとする者は、所定の中請書に必要書類、資料、
検査料、認証料を添えて提出しなければならないc公認競技場に登録する競技場は併せて所定
の申請書に登録料を添えて提出しなければならないっただし、 ―度受け取った料金は、いかな
る理由があっても返還しないc

第 5条 (検査員)
検合は、この法人指導委員及び認証検査員、公認レーン検査員もしくは特に任命された者
が行 うЭ
2 公認レーン検査員は、別に定める細則により任命する。

第 6条 (証明書類等の交付 )
検査に合格し認証され、かつ公認競技場登録をする施設、設備には本協会の公認競技場証、公認競技

場登録証並びに認証ステッカーを交付する。また、用具には本協会の認証ラベルを貼付する.

第 7条 (有効期限)
設備のうちレーン及びアプローチ関連部分の認証有効期限と、公認競技場登録の有効期限は別に定め

る。

第 8条 (認証の取消し)
検査認証された施設、設備及び競技用具は、随時抜取り検査を実施し認証の条件に合致し

ない事実が生じたときは認証を取消すc
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公益財団法人 JAPAN BOWHiNG
ボ ウ リ ン グ 競 技 規 則 (抜粋)

この規則は、国際ボウリング連盟 (International Bowling FederatiOn 略称 :IBF)の規則に

基づき、公益財団法人 JAPAN BOWLING(以下「この法人」という。)が制定し、日本における
ボウリング競技規則とする。

第 1章  競 技 規 程

第 135条(使用ボーノめ
ボールは手の作用によって投球されるものとし、ボールの指穴調整を Ll夫すること以
外は、その内部及び外部に添付物を使用することなど、いかなるほかの手段もこれを併用
してはならない。
すべての公認競技においては、ボールは国際ボウリング連盟の公式認定ボール又はこの

法人公式認定ボールでこの法人の公認 ドリラーによって ドリルされ、この法人の公認ボール

検査員が検査し、合格したボールを使用するものとする。
競技者は、投球中にすべての指穴に指を入れて投球しなければならない。
投球中に指を入れていない穴があった場合、そのゲームの得点は 0とするЭ

第 136条(ボウリングボールの表面調整及び表面加 D
ボウリングボールの表面調整及び表面加工については、国際ボウリング連盟の規定に

基づき、次のとおりとするc
ゲーム中にボールの表面を調整及び加工した場合は、そのゲームの得点は 0と する。
(1)ボ ウリングボールの調整に使用できるポリッシュlI佐びにクリーナーは、国際ボウリング
連盟の公式認定の物とし、ボウリングボールの表面調整は、競技が遅滞しない範囲でゲー
ムとゲーム間で許されるが、必ず手で実施し、ボウラーズエリア内では行うことはできな
い 。

(2)ボ ウリングボールの表面加工をすることは、第 1号で規定されたものを除き、指定され
た場所において、公式練習中、競技直前の練習時間中及びシフ トとシフ トの間は許される。
(3)ボールの表面を調整及び加工した場合は、その表面に付着物があってはならない。

第 4章  選手権競技会規程

第 410条 (使用ボール)

選手権競技会に使用するボールは、次の各号に基づいて使用するものとする。
(1)選手権競技会に出場する者の使用ボールは、すべて国際ボウリング連盟公式認定ボール
又は本協会公式認定ボールで認証検査に合格したものであること。また、常に本協会規定
の 「ボール検査合格証」を携帯していなければならないc
(2)合格したボールでも、表面にテープ、ペンキ等で日印をしたり、明らかに故意にキズを
つけた場合は、失格とする。

(3)ボールの表面調整及び表面加工については、競技規程第 136条を適用するc
(4)競技者は、大会に使用するすべてのボールを登録しなければならない。
(5)1991年 1月 1日 以降に製造されたボールのみ使用が認められるc
(6)上記のほか、競技規程第 135条を適用するc

第 411条 (ボールの再検査)

競技中参加全競技者の中から無作為にボール検査を実施する。登録されていないボールを使用し
ていた場合、大会の記録はすべて無効となる。
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(目

第 1条

公益財団法人.JAPAN BOⅧING
ボウリング施設、設備及び競技用具の規格 細則
的)
この細則は、国際ボウリング連盟 (International Bowhng Federation 略称 :IBF)の規
格に基づき、公益財団法人 JAPA:N BOWLING(以 下 「この法人」という。)のボウリン
グ施設、設備及び競技用具の認証規格のレーン及びアプローチ関連部分並びにボウリング

競技において使用する用具について明確にするため、この細則を制定する。

(レー ン )

第 2条 レーン認証有効期限は 1年とする。ただし、以 ドに該当するものは検査の実施および検査
料、認証料の納入を免除の上有効期限を 1年延長することができる。
1 ウッドレーンで、新規設置時に検査認証し1年経過したもの
2 ウッドレーンで、リサーフェイス時に検査認証し 1年経過したもの
3 シンセティックレーンで、新規設置時に検査認証し1年経過したもの
4 シンセティックレーンで、設置 2年後に検査認証し1年経過したもの

(アプローチ)

第 3条 アプローチ部分については、規格範囲内でレーンと同じ扱いとする3

(ピンデッキ)

第 4条 ヒ°ンデッキ部分については、規格範囲内でレーンと同じ扱いとする3

(その他の::6分 )

第 5条 ボウリング施設、設備及び競技用具認証規程に基づいて検査し、合格したものとする。

(ボウリングピン)

第 6条 ボウリングピンに関しては、材質、重量、重心、含水率、標識及び塗装、形状・寸度、表
面硬度等をこの法人検査員が検査し、合格したビンを認定ビンとする。

(ボ ウリングボール)

第 7条 ボウリングボールは、非金属製のものでなければならない。材質、重量、寸度、バランス、
外観、硬度等は規格に合致していなければならないcボウリングボールの検査有効期限は、
検査日から 1年間とするЭ

(ボールクリーナー)

第 8条 ボールクリーナーは、競技中は使用することはできない。競技中でなければ使用できるが、
硬度を変えるものは使用できない。使用した場合は、再度検査を受けるものとする。

(細則の改廃)

第 9条 この細則は、指導委員会及び認証部会において検討審議し、理事会の決議を経て改廃する
ことができる

`D

附  則
(1)こ の細則は、2006年 (平成 18年)4月 1口 より施行する。
(2)こ の細則は、公益財団法人仝日本ボウリング協会の設立の登記の口、2012年(平成 24年)4月 1
日より施行するЭ

(3)こ の細則は、2014年 (平成 26年)6月 16目 より施行するc
(4)こ の細則は、2015年 (｀

「
成 27年)4月 1日 より施行する。

(5)こ の細則は、2017年 (平成 29年)4月 1日 より施行する。
(6)こ の細則は、2021年 (令和 3年)6月 10日 より施行するc
(7)こ の細則は、2024年 (令和 6年)4月 1「]よ り施行する。
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公益財団法人 JAPAN BOⅧING
公認 ドリラー規程

(目 的)
第 1条 公益財団法人 JAPAN BOWLING(以下「この法人」という。)は、この法人並び

に加盟団体が主催、共催あるいは後援、主管する競技会に使用するボウリングボール

は、全て国際ボウリング連盟 (International Bowling Federation 略称 :IBF)の規
格に基づき、かつこの法人のボウリング施設、設備、競技用具の規格に合格したボウ

リングボールが適正に使用されるようドリルを実施し、ボウリング競技の公正かつ健

全な普及、発展を図るとともに ドリラーの技術向 11を 目的とし本規程を制定するc

(名 称)
第 2条 公益財団法人JAPAN BOWLING公 認 ドリラー (以 下「公認 ドリラー」というc)

と称する。

(認 定)
第 3条 新たに公認ドリラーになる者は、新規登録申請書を提出しこの法人認証部会の審査
を受けるものとするЭ認証部会は技能 。見識 。経験等により審査し、公認ドリラーの

資格を付与する。

新規登録申請書には規定の推薦団体による推薦印を得るものとする。

【公認ドリラー推薦団体一覧】

① この法人

② この法人加盟都道府県ボウリング連盟代表者

③ この法人公認競技場

④ 公益社団法人日本プロボウリング協会

⑤ 公益社団法人日本ボウリング場協会並びに加盟センター

⑥ 日本ボウリング商工会

新規認定された者は、認定を受けた後6ヶ 月以内に公認ドリラーとして、登録手続

きをしなければならないっ

2

(登録料)

第 4条 登録料は年 5,000円 とし、納人時期は次の通りとする。

2 更新登録者は毎年 5月 31日 までにこの法人事務局に納入するЭ
3 新規登録者は認定通知が届き次第、この法人事務局に納入する。

(認定証の交付)

第 5条  第 3条、第 4条の手続きを完了した者に対し、公認 ドリラー認定証を交付するc

3

(義 務)
第 6条

(1)

(2)

公認 ドリラーに認定 された者は、次の事項の義務 を負 うもの とす る。

定期的に開催される研修会に出席 し、国内外のルール確認、変更及び情報交換、新技術の取

得に努める。

連絡先、住所、勤務先等に変更があった場合は、速やかに本協会へ書面又は電磁的方法によ

り届出るものとするc

公認 ドリラーは、自らが ドリル したボールに対し、 ドリル証明証を発行するc
公認 ドリラーが ドリルしたボーールに関しては、公認 ドリラーがすべての責任を負うものとす

る。
公認 ドリラーは 3年に 1国以上、有資格者研修会 |こ参加することc

6
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(上級資格)

第 7条 公認 ドリラーの意識向 11と技術研鑽を図るため、ブロンズコース・シルバーコース・

ゴール ドコースの研修会を定期的に開催し、修了者を L級資格者に認定する。

(資格の喪失)

第 8条  公認 ドリラーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)認証部会が公認 ドリラーとして、任務遂行上不適格と認めた者。
(2)公認 ドリラーの認定を受けた後、6ヶ月以内に登録手続きを行わなかった者。

(3)ド リルを行わず名義貸しをした者。

(4)年度更新登録をしなかった者Э

(5)義務研修会 (3年に 1回)に参加しなかった者。

(復 帰)
第 9条
2

(その他 )

第 10条

2

恥1 貝|」

(1)

(2)

(3)

(4)

公認 ドリラーが復帰をする場合は、登録休止した年度分の会費を納入する。

復帰年度の義務研修会に参加する。

(5)

(6)

(7)

(8)

公認ドリラーに登録した者は、ボール検査員の資格を付与する。

前項のボール検査員資格付与については、認証部会で審議し、資格を付与́するc

本規程は、1998年 (平成 10年)4月 1日 より施行する。
本規程は、2000年 (平成 12年)5月 lHよ り施行する。
本規程は、2003年 (平成 15年)5月 27日 より施行するc
本規程は、公益財団法人仝日本ボウリング協会の設立の登記の日、2012年(平成 24年)4
月 1日 より施行する。

本規程は、2018年 (平成 30年)4月 1日 より施行するc
本規程は、2021年 (令和 3年)6月 10Hよ り施行するc
本規程は、2022年 (令和 4年)4月 1日 より施行する。
本規程は、2024年(令和 6年)4月 1日 より施行する。
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公益財団法人 JAPAN BOWLING
ボウリング施設、設備及び競技用具認証規格

第 4章ボウリングボール

第 32条 (素材)

(1)ボールは固体 (液体ではない)の材料でできており、内部に空洞や隙間のない非金属製の構成物で
出来ているものとする.装飾のための細かい反射粒子や薄片は使用することができる。ただし、こ
れらの粒子や薄片は製造時にボールに混入され、厚さ 1/4イ ンチ (64ミ リメー トル)以 下の透明な
殻 (シェル)の ドに均 ―なパターンで分布させる場合に限る.こ の物質はボールのバランスにいか
なる影響も与えないよう分布しているものとし、このような物質の総量はボール 1個あたり1/2オ
ンス (14グ ラム)を超えないものとする。
(2)金属やボウリングボール製造時に使用される原材料と類似の物質以外のいかなる物質の使用を禁止

する。 l司様に、ボールの重量やバランスが規格から外れる加工は一切禁 lLする。

(3)ボールの外表面にはいかなる異物も付けてはならない。

第 33条 (重量とウイズ)

(1)ボールの重嗣ま16.00ポ ンド (7.25キ ログラム)以下であるとする.重量の最小値はないЭ
(2)ボールの円周は27.002イ ンチ (6858セ ンチメー トル)以 ド、26.704イ ンチ (67.83セ ンチメート
ル)以上であるとする。直径は 8.595イ ンチ (21.83セ ンチメー トル)以下、8.500イ ンチ (21.59
センチメー トル)以 11であるとする。

第 34条 (バランス)

公認競技大会で使用されるボウリングボールのバランスは以下の許容が認められるc

(1)10ポンド (4.53キ ログラム)を超える重量
(イ)ボールの L半分 (指穴側)と ド半分 (指穴の反対側)の差が 3オンス (85グ ラム)以内とする。
(ト ップ/ボ トムウェイ ト)

(口)フ ィンガーホールの左右 。前後の差が 3オンス (85グ ラム)以内とする.(サイ ドウェイ ト)(サ
ム/フ ィンガーウェイ ト)

(′う 指穴も窪みも開けずに使用されるボールは、ボールのどの半球の間にも3オンス (85グ ラム)
以 11の差があってはならない。

(2)10ポ ンドから8ボンド (4.53キ ログラムから3.62キ ログラム)

(イ)ボ ールの上半分 (指穴側)と「 半分 (指穴の反対側)の差が 2オンス (57グラム)以内とす
る。 (ト ップ/ボ トムウェイ ト)

(口 )フ ィンガーホールの左右 。前後の差が 314オンス (21グ ラム)以内とする。(サイ ドウェイ ト)
(サム/フ ィンガーウェイ ト)

(ハ)サ ムホールを開けていない ドリルされたボールは、指穴間の中心を基準に、上下・左右 。前後
3/4オンス (21グ ラム)以内とするっ

(二)フ ィンガーホールも窪みも無い ドリルされたボールは、指穴の中心を基準に 11ド・左右 。前後
3/4オンス (21グ ラム)以内とするЭ

(ホ)指 穴も窪みも開けずに使用するボールは、ボールのどの半球の間にも3/4オンス (21グ ラム)
以内とする。

(3)8ポンド (3.62キ ログラム)よ り軽いボール

(イ)ボ ールの上半分 (指穴側)と ド半分 (指穴の反対側)の差が 3/4オ ンス (21グラム)以内と
する。 (ト ップ/ボ トムウェイ ト)

(口 )フ ィンガーホールの左右 。前後の差が 3/4オンス (21グ ラム)以内とするc(サイ ドウェイ ト)
(サム/フ ィンガーウェイ ト)
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(ハ)サ ムホールを開けていない ドリルされたボールは、指穴間及び指穴の中心を基準に、 L下 。左
右 。前後の差が 3/4オンス (21グ ラム)以内とする。

(■)フ ィンガーホールも窪みも無い ドリルされたボールは、指穴の中心を基準に Lド・左右 。前後
3/4オンス (21グ ラム)以内とする。

(ホ)指穴も窪みも開けずに使用するボールは、ボールのどの半球の間にも3/4オンス (21グ ラム)
以内とする。

第 35条 (ド リリング規格)

以 ドの制限によってボールのホールのドリリングが規制されるc

(1)指穴として使用するホールや窪みは 5つ以下とし、フィンガー1本に対し1つ、サムホール 1つに

限るc各指穴が同時にグリッピングのために使用できること、投球中にグリッピングのために使用
していないホールがあってはならないc

(2)フ ィンガー及びサムホールには通気穴を開けることが許され、直径 1/4イ ンチ (6.4ミ リメー トル)

を超えないものとする。

(0検査のための穴を 1つ開けることが許され、直径 5/8イ ンチ (15.9ミ リメー トル)、 深さ 1/8イ ンチ
(3.2ミ リメートル)を超えないものとするc

第 36条 (表面)

(1)ボールの表面には特定のパターンの窪みや溝は一切あってはならない.ただし、ボールのグリップ
のために使用するホールや窪み、識別用の文字や数字、摩耗が原因の偶然の欠損や傷は除く。

(2)刻み込まれた絵は特定のパターンの溝とみなさないc

(3)ボールの表面摩擦を、研磨等で変化させる場合は、そのボールの表面全体を研磨しなければならな

い c

(4)親指穴 (サムホール)が無いボールについての手のひらを置く方向を示す(+)マークは表面の窪みや
溝、傷とみなさい。十マークについては以下の条件で付けるようにする。

a)中心点より直下 (2イ ンチ (5.08セ ンチメー トル)ぐ
｀
らいの場所)で 手のひら中心付近につける

こと

b)サイズは 0.3937イ ンチ (1セ ンチメー トル)以上 0.7874イ ンチ (2セ ンチメー トル)程度、深
さについては特に定めないが、ローリングトラックにかかる場合はレーンに傷がつかない深さと

すること

c)マークを付ける道具については特に定めないこととする

第 37条 (器具)

ボールの中に可動装置を入れてはならない。フィンガーのスバンを変える器具や、フィンガーホール

及びサムホールの大きさを変える器具は挿入しても構わないっただし、器具は投球中|こ固定され、その

器具を壊さなければボールから取り外せないものであるとするc

取り外せる器具は以 下の条件のもとに使用が許されるc

a)器具がグリップ用のホールのスバン・ピッチ・サイズを変えるために使用されること
b)非金属性の材料でできていること
c)投球中固定されていること
d)いかなる器具もボールの静的バランスを調整する目的で使用してはならない
e)器具の下に隙間ができないこと
0 密度は 1立方センチメー トルあたり1.5グ ラム以 ドであること

第 38条 (補助用具)

ボウリングボールは完全に手によって投球されるものとし、投球時に分離や、投球中ボール内で可動

する器具は内部に組み込んだり表面に付着していてはならない。ただし、手や手の主要な部分を失った

競技者は投球する補助となる特別な装置を手の代わりに使用できるЭ
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第 39条 (硬度)

(1)ボ ウリングボールの表面硬度は室温 (20～ 25度)で 72デュロメーターD以上であるとする。
(2)ボール製造後は、そのボールの表面硬度を変えるための薬品、溶剤等の使用を禁止する。

(3)USBC公認ボールリスト (アプルーブリスト)に掲載されているボール及び JB公認ボールは硬度
検査を不要とし使用を認める。

第 40条 (ク リーニング)

クリーナーは、ボールの硬度に影響を与えず、投球前にボールから拭い取るという条件で使用できる。
これらの条件のいずれかを満たさないボールクリーナーは、公認競技大会で使用することはできない.

第 41条 (プラグ・デザイン・ロゴ・マーク)

(1)ボールを再 ドリルするために、プラグを注入することができる。

(2)目 印・情報 。識別のためのデザインをボールに埋め込むことができるcただし、そのようなデザイ
ンはボールの外表面と凹凸を作ってはならないcサイズに関しての規制はないが、彫った状態のま
まは禁止する。

(3)どの場合も、内部に隙間があってはならない。 (ソ リッドをブラグの代わり使用してはならない)

(4)プラグとデザインはボールが製造されたもとの材料とまったく同じではないまでも類似の材料でで

きているものとする。また、その他ボウリングボールのすべての規格に適合 していなければならな

い。密度は 1立方センチメー トルあたり1.5グ ラム以下である。
(5)ボ ウリングボールは常に識別用の製品名及び製造業者名とボールのシリアルナンバーをはっきり見

えるように付けておくものとする。

第 42条 トーナメント会場で計測されなければならない規格 (当 日検量)

(1)16ポ ンド (7.25キ ログラム)を超えないものとする。
(2)グ リップのためのホールや窪みは 5つまでとする。

(3)フ ィンガー及びサムホールには通気穴を開けることが許される、直径 1/4イ ンチ (6.4ミ リメー トル)

を超えないものとする。

(4)検査のための穴を 1つ開けることが許される、直径 5/8イ ンチ (15.9ミ リメー トル)、 深さ 1/8イ ン

チ (3.2ミ リメー トル)を超えないものとする。
(5)バ ランスは第 34条のとおりとする。

(6)硬度は第 39条のとおりとする。

第 43条 (規格の改廃)

本規格は、理事会の決議を経て改廃することができる。

附則

この規格は、1974年 (|1召和 49イ→2月 24目 制定し、施行するc
この規格は、1980年(昭和 55年)1月 1日 ―一部改正し、施行する。
この規格は、1986年(昭和 62年)4月 1目 一部改正し、施行する。
この規格は、1990年(平成 2年)10月 20日 一部改正し、施行するc
この規格は、1996年(平成 8年)4月 1日 一部改正し、施行する。
この規格は、2002年 (平成 14年)11月 12日 一部改正し、施行する。
この規格は、2006年 (平成 18年)4月 1日 一部改正し、施行する。
この規格は、2008年 (平成 20年)5月 25日 一部改正し、施行する.
この規格は、公益財岡法人全日本ボウリング協会の設立の登記の日、2012年 (平成 24年)4月
1日  ‐吉|;改 TE_し、施行する_
この規格は、2012年 (平成 24年)5月 2711-部改 I[1し 、施行するc
この規格は、2015年 (平成 27年)4月 1目 より、施行する。
この規格は、2018年 (平成 30年)4月 1日 一部改正し、施行する。
この規格は、2018年 (平成 30年)8月 111-部改 IEし、施行するЭ
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(14)こ の規格は、

(15)こ の規格は、

(16)こ の規格は、

(17)こ の規格は、

(18)こ の規格は、

(19)こ の規格は、

(20)こ の規格は、

2020年 (令和 2年)8月
2021年 (令和 3年)4月
2021年 (令和 3年)6月
2021年 (令和 3年)9月
2022イ手(令不日4在「 )4ナ ]

2022年 (令和 4年)6月
2024年 (令和 6年)4月

1ロ ー部改正し、施行する。

1日 一部改正し、施行するc

10「 |一部改 IEし、施行する。
l Fl―部改正し、施行する。
111-部改 IEし、施行する。
1「l一部改正し、施行するc

l日 ‐部改正し、施行する。

公益財団法人 JAPA:N BOWHNG
ボールバランスの規格

(単位はオンス すべて以内とする)

(単位はオンス すべて以内とする)

トップ/ボ トム

ウエイト

サム/フ ィンガー

ウエイト

サイド

ウエイ ト

8ポン ドより軽い 3//4 3//4 3/4

10ポンドから8ポンド 2 3//4 3//4

10ポン ド以上 3 3 3

トップ

ウエイ ト

フィンガー

ウエイ ト

サイド

ウエイ ト

穴や凹みの

無いボール

8ポンドより

軽いボール
ボールのどの半球の差も3/4

10ポンドから
8ポンド

′′ 3/4

10ポン ド以上 3
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JBボール検査合格証の記入について

JBボール検査合格証 (記入例)

ボール検査合格証  N00
氏名 東京 太郎 所属 東京都

J.B

N。

13-A― |● C000

ホ
・―ル

名

iitJ 1) Black Diamond Particle Pearl

f列 2) フ
°
ラックタ
゛
イヤモント
゛
ハ ーティクルハ ール

ホ
°
―ル

NQ
jp00C00 公

認
IBF JB

重量 6.97k g 指穴数 3 フラク 有 ( )

有効期
「:R2024年 4月 1日 より1年間有効

実施日 2024年 4月

本証の有効期間は 1年間とする

本証受領後ボーールにブラグ等の「,加工をした場合、本証は無効

とし、新たに連盟1ま たは大会本部に届け出て再検査を受けなけ

ればならない。

ド リ フレ L1      2024イ l'4ナ , 1 11

(NoCOCO   ,I)

公認 ヽリラー名  青 森 花 子

(N()00CC-13 号)

検  査  員  名

連   盟   名

佐 賀 二 郎

東京者|;ボ ウリング連盟
公益財団法人 JAPAN BOWLING

氏名 。所属・JB No.
JB会員証に記載されている、氏名、所属(連盟)名 、JB会員番号を記入するc
※ボール検査合格証の有効期間内に、年度切 り替え等により、氏名、所属(連 1卑)名 、JB会員番号が変
わった場合は、新しい氏名、所属(連盟)名、会員番号を訂正してそのまま使用する。

※訂正箇所には、JB公認ボール検査員が確認 し捺印する。 (訂正印は氏名・会員番号・所属のみ使用
百r育ヒ)

ボール名・ボールNQ・ 公認 (IBFoJB)欄

ボール名は、 ドリル証明証のボール名をIBF(アプルーブリスト)・ JB公認ボール (ホームページ)
で確認 して記入するっ(例 1・ 例 2の様にボール名は英文字・力効ナ記入どちらでもよい)

IBFか JBの公認が確認できたらどちらかに「○」印を付ける。

」二と塾堕二至上と正里証とざ二ι」こ刻皿さL【 l≧る査号を確認して記入する。
硬度

2021年 9月 1日 よりUSBC公認ボール リス ト (アプルーブリス ト)に掲載されているボー
ル及び JB公認ボールは硬度検査を不要のため硬度の欄は空欄 (記載不要 )
※現在硬度が記入されているボール検査合格証から継続で使用される場合も新 しいボール

検査合格証は空欄 (記載不要)で結構ですc
※硬度の欄に記入 してしまった場合はそのまま使用してください。

重量

ボールの重量は必ず 「キログラム」単位で記人すること。
「重量」は台粋で計量することを原則とする=※小数点 1ケタ～2ケタまで記入してもよい

指穴数・プラグ「無 。有( )」

ドリル証明証を確認してボール検査合格証|こ記入する。

※プラグをする時のソリッドでのプラグは、中に空洞ができるため禁 lL3

※ボールの表面に付いた傷をプラグした時は、プラグ数に含まないc

※有に○を付けた場合は ()の中に数を記入する。
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有効期間
「ボール検査合格証」の有効期間は、検査日から翌年の検査日の前日までの 1年間とする。
(年度有効期間ではありません)
JB公認ボール検査員が責任を持って有効期間を記入すること。
有効期間の記入は始まりの年月日のみ記入する。
例)2024年 4月 1日 より1年間有効
年号は西暦で記入するЭ和暦が記載されたカードは和暦を訂正して記入する。
例)令暮曖024年 4月 1目

公認 ドリラー名・ ドリル日

ボール検査に合格したらボール検査員が ドリル証明証を確認して公認 ドリラー名・ ドリラーヽ (ブロ

ンズ。シルバーの資格を持っている方が ドリラーNO.の前に Bか Sが付いているM.で ドリル証明証に書
いてあった場合はそのまま合格証に記入する)。 ドリル日を記入する。公認 ドリラー印は押さなくて

よい。

※検査するボールに対し、JB公認 ドリラーとJB公認ボール検査員は、同じであってはならない。
※継続について、一度ボール検査を受け、「ボール検査合格証」の有効期間が失効し、力日工等を一切
しないで引き続き使用する場合は、JB公認ボール検査員が、失効した「ボール検査合格証」か「ド
リル証明証」の JB公認 ドリラー名と番号・ ドリルロを確認・記入する。
※新規に検査するボールは、 ドリル証明証を確認する。
※ ドリラーの印の所に印が押してあっても使用可能

※ ドリル日は継続の場合のみ年号^での記入をしてもよい。新規の ドリルの場合は西暦で記入する。

(年号が入っているカー ドについては L記の有効期間と同じように訂正してよい)

検査日、検査員名、連盟名
ボール検査に合格した場合に、JB公認ボール検査員の責任において、「検査員名」。「登録番号」を記
入し、JBに登録した印鑑を押すЭ(検査日は記入しなくてよい)
連盟名はボール検査員に販売 (公認ドリラーもボール検査員の資格を持っておりますのでドリラーに

も販売をお願いいします。)する時に連盟が連盟印を押す。
JB公認ボール検査員が、自分のボールを検査することは認める。
※ドリル前に「ボール検査合格証二に署名捺印をし、発行することは禁止するっ
(ボール検査前に「ボール検査合格証」にJB公認ボール検査員氏名が捺印された 「ボール検査合格
証」を発見した場合は、このJB公認ボール検査員の資格を取消す)

有効期間内の再加工等について
「ボール検査合格証」の有効期間内であっても、ボールにブラグ及びドリル等加工を加えた場合は必

ず再検査をし、新しい
~ボ
ール検査合格証」を発行する。

同じボールを2人で使用する場合について
同じボールを2人で使用する場合は、それぞれの選手に「ボール検査合格証」が必要です。

JB公認 ドリラー OJB公認ボール検査員に不正があった場合について
JB公認ドリラー・JB公認ボール検査員に不正があった場合は、即座 |こ資格喪失とし、発行
された「ボール検査合格証」は無効とするЭ

ボール検査合格証発行について
0「ボール検査合格証」は、選手の所属連盟において所属のボール検査員が検査をして発行するもの

とするcその際、所属連盟が定めているボール検査料金を納入する:,
・「ボール検査合格証」は、鉛筆及び消せるボールヘン等での記入を禁止する。

公益財団法人 JAPAN BOWLING認 証部 発行
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ソリッド禁止事項

下記図 1の様に大きいソリッド (ソ リッドA)にそのまま小さいソリッド (ソ リッドB)を
入れてのソリッドは禁止されていますので一度埋めなおして再度新 しいソリッドを入れな

おしてください。

ソリッドをプラグのかわりに使用しないで下さい。

図 1

ソリッドA

ソリッドB

+ヒ
丁日

図2  ソリッドA

ソリッドB

ブ
ヽ
ヽ
ィ
ノ

ド記図 2の様にソリッド (ソ リッドA)に少しずらしてソリッド (ソ リッドB)を ドリルする
事は禁止
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JB主催大会におけるボールの取り扱いについて

※ 使用ボール
1.2006年 4月 1日 以降のJB主催大会に使用するボールは国際ボウリング連盟 (International
Bowling Federation 略称 :IBF)公式認定ボールまたはJB公式認定ボールとする。ボー
ルのアプルーブ(認言Dのチェック等は、USBCホームページ
https:/ん owl.comノ apprOved‐ balHistからアクセスできますc

また、JBホームページ https:〃 ww_japan‐ bOwling.Or.jpttrbOwlers/か らもリンクしています。
2.2006年 4月 1日 以降のJB主催大会に使用するボールのドリルはJB公認ドリラーによって
ドリルされたものとする。

3.2006年 4月 1日 以降のJB主催大会に参加する選手は、所定の大会使用ボール登録証(JB
作成)に より仝てのボールを登録しなければならないっ

4.2006年 4月 1日 以降のJB主催大会において入賞者のボール再検査は行わないc
参加仝選手の中から無作為(ラ ンダム)に選手を選考し、ボールの再検査を実施するc

(1)受 イ寸 時:大会参加選手は、会場へ持ち込んだすべてのボールを登録する。
(別紙、大会使用ボール登録証による)

(2)ボール検査:参加全選手の中から無作為(ラ ンダム)に選考し、ボール検査を実施
するc違反ボールが出た場合は、その選手は失格とする。ただし、
当該選手は失格となるが他の選手の個人記録は生かさる。

(オールエベンツ等の対象として)

5.JB主催大会に参加する選手は使用ボール 4個以内に持込を自粛することc(指導事項)
※ 4個以内の持込をした選手については従来通りとし、5個 目からは 1個につき
1,000円の特別保管料を徴収するc

1個 2個 3イ「 | 4イ固 5イ固 6個 7個 81占 | 9イ固

登録料 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

特 別
保管料

0 0 0 0 1,000 2 000 3,000 4,000 5,000

ノヽ
日 計 0 500 1,000 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000
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公認ボール検査員の認定・登録について

1.公認ボール検査員資格は、JB並びに地区連合又は所属団体が開催する講習会に参加し、所定の
講習を修了したものは、所属団体代表者の推薦により JBに 申請する。認証部会により審査し、
公認ボール検査員の資格を付与する。(公認ボール検査員規程第 3条～5条)

2.JB公認 ドリラーの資格取得者には、公認ボール検査員の資格が付与される。

3.認定を受けた者は、所属する各都道府県を通じて、「公認ボール検査員」としての登録手続きを
JBに しなければならない。(別に定める登録中請書に必要事項を記入cまた、ボール検査合格証
に捺印する印を押すこと)

4。 「公認ボール検査員」は、1年ごとに更新手続きし、登録しなければならないc

5,公認ボール検査員が、所属する連盟及び全日本学生連合の移籍、移動、住所等が変更になった場
合は、斗面にてその理由を記入し、所属団体を通じて JBに届け出をしなければならない。

6.公認ボール検査員が、次の各項に該当する場合は、公認ボール検査員資格の停 lL、 喪失等を連盟
認証委員会で決定し、その決定結果を必ず JBに報告し、承認を得るものとする。
1)年度ごとの登録をしなかったとき。
2)所属する連盟及び全日本学生連合の推薦が無くなったときc
3)検査業務の委託を受けたにもかかわらず、正当な理由もなく、その任に当たらなかったとき。
4)不正に 「ボール検査合格証」を発行したとき。
5)公認ボール検査員として、任務遂行上、不適格と認めたときЭ
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ボール検査の実施にあたって

ボールの検査は、重量やバランスだけでなく、該当するボールが JBの施設、設備、及び競技用具
認証規格に合致しているかどうかを検査、点検し、合格したボールに対して 「ボール検査合格証」

発行すべきであるかを判定するものである。

※ ボール検査に関しての重要点 《点検すべき項目》
1)『JB会員証』の提示を求め、下記の事項を確認する。
① 会員の氏名 ② JB会員番号  ③ 年度会費納入済シール
④ 所属連盟・支部・クラブ名の記載

2)ボールの『外観』について、下記の事項を点検し確認する。
① ボール名 ② ボール番号 ③ 指穴の数 (指穴、その他の穴)
④ プラグの有無 (プラグ数) ⑤ 表面のキズ、補修の点検

⑥ +マーク (親指穴 (サムホール)がない場合確認する)

3)ボールの『重量』を計量するc
重量は、原則として『台枠」 (ダイバカリ)を使用し、計量する。
(バランサーでの計量は控えて下さい)

4)ボールの『バランス』を検査する。
重量により、バランスの許容範囲が異なるので |‐分に注意して検査する。

また、ボールの検査前には、必ず検査する中心を確認し、検査に入ること。

① トップウエイ ト ② サイドウエイ ト ③ フィンガーウエイト
詳しくは、P20～P22を参照する。
なお、バランスでウエイトオーバーしている場合は、1台のバランサーの検査だけで不合格
の判定はしない。少なくとも2台以上で検査をすることc

止
=2生
生≧査量 笙≧鬱≧査重麺 室L量壺1ヨl璽墾 止上 意事項

※ ボール検査員は、その使命と任務の重要性を認識し、研究と寝富な経験を積むことに より、
会員の信頼を得る人柄となるよう心掛けることc

※ 常にボール検査員としての誇りを持ち、自信のある検査業務を遂行して ドさいc
※ 大会等に使用するボール検査は、選手にとって最大の関心事があります。必ず定められた方
法で、公正、正確に実施することc

※ 検査するボールは、選手(会員)の大切な私物です。常に |´分な配慮をして取扱いすること。
※ ボール検杏中は勿論のこと、 |`え素から態度や言葉遣いには十分に配慮し、信頼が得られるよ

う|こ心掛けること。

※ 選手がボール検査を受けに来たときからボール検査合格証を発行するまでが、ボール検査員
の業務です。スムーズな流れの中で誤りのない正確なボール検査合格証を発行すること。

※ ボール検査器具には、常に気を配って ドさい。検査場所を離れた後に検査をする場合は、必
ずボール検査器具の水「`え度等を再度確認してから検査をすること。

1) 『バランサーの種類』について
バランサーは、従来のバランサーに加え、オー トバランサー等があります。

どの機種も使えるように練習を積むこと。
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2) 『バランサーの正しい設測 について
① バランサーを設置するためには、バランサーを置く台 (机)を水平に固定する。
② バランサーを台(机)に置き、動きを無くし検査員側に日盛りが来るように設置する。
③ バランサーの『水平度』を調整し、確認する。
バランサーにある『水準器』の『水泡』が中心に安定するようバランサーの下 に
付いているネジを調整する。

④ バランサーの『零点 (ゼロ点)の釣り合い』を調整、確認する。
前方の『バランスさお』の『おもり』を中央日盛りの『 0』 に合わせ、後方の『重

量さお』の『おもり』を左方の『0』 H盛りに正しく合わせてから、さお先の指針が

『標針』と完全に
―致するかを確かめること。

但し、正しく一致しない時は、さお先にある『調子玉』を左右に回して調整し、

固定指針と合致していることを確認する。
3) 『ボールの中心点』について
① 正確には、ボウリング・ボールの検査方法により『中心点』を求める。
P23～P25の 「図1～図 9」 を参照する。
最初は、『中心点』を求めるために線を引くと正確に求められるE

『中心点』はボールの記号や標識、メーカーのセンターマーク等とは関係なく、

使用するためにドリルされた指穴 (バランスホール、通気のための穴は対象外 と
する)において『中心点』を求める。

②  『指穴の中心』は、 ドリルの角度やピッチには関係なく、また、指穴のビッチ の加
工等は関係なく、指穴の真上から見てその中心を測定する。

③  『ウエイト検査』について
ウエイ トの検査は、設置したバランサーによって、サイドウエイト、サム/フ ィンガ
ーウエイト、 トップ/ボ トムウエイトを順次測定するЭ
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用 語 の 定 義

検査員は検査中、粋 (ハカリ)に向って、左にボールを置く輪台の位置に立っ

て検査する。

図 1

Frunt,
( Finge
wt,)
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図 2

左
Left

図 3

r ＼

―
↓

―

Ｏ

Ｏ
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中′しヽ

計量者

後 の 拝
Ⅵ′EIGHT BEAヽ 1

Back
(Thumb wt.)

前の禅
BALANCE BEAヽ 1

後
iキБ

高i吉F

後部

右側

左側

頭部

底部

指穴 (フ ィンガー)を含むボールの
半分 (図 1参照)

親指穴 (サム)を含むボールの半分
(図 1参照)

ボールの中心をとおり、指穴 (フ ィンガー)

と親指穴 (サム)を均等に 2分する平面によ

り決定されるボールの半分

右側というのは、検査員の方に親指穴 (サム)

を向けておき、向かって右側をいう (図 2参

照)

右側の反対のボール半分

(図 2参照)

親指穴 (サム)と 指穴 (フ ィンガー)を含む
ボールの半分 (図 3参照)

頭部の反対側、つまり指穴の反対側のボール

の半分 (図 3参照)
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ボール検査の方法と手順

(1)ボールの総重量の測定
ボールの総重量の測定は、原則として台枠を使用し、規格 7.25キ ログラム (16ポ ンド)

以 ドであることを確認し、重量合格とする。

(2)ボールバランスの測定

<親指 (サム)、 中指・薬指等 (フィンガー)のあいているボール>

手動バランサー オートバランサー

聾IPOISEl 後分揮

水車器

スケッチA

格
齢:

／

／

／

ン｀

/
平調整ネジ水

自::力揮
P01SE

スケッチ B
に

‐スイ

C) '7,/, YT

丞妥豊

/
′/

ジ ス

サ

イ

ド

ウ

エ
イ

ト

バ

ラ

ン

ス

測

定

検査員は、ボールの置くほうを左にし、

樟 (さお)の前に立って測定する。
<親指は検査員側にセットする>
*次項図 1の通リボールを載せセットする。
*後の悼(さお)の錘(おもり)で水平をとる。
*水平が取れた時点で、次項 2の ようにボー
ルを 180度回転して、前の悼の錘を動かし
て水平をとるЭ

右・左に動かし、左右 3オンス以内であれば、
サイ ドバランスは合;格になる。

(10ポンド未満・バランス規格参照)

表示値は、1/16オンスを 1カ ウントとし、
最小表示は 1カ ウントになる。 (表示値が 16
のとき、1オンスとなる。)
*次項図 1のようにボールを載せ 0スイッチ

を押し、表示を0にセットする.
*ボールを 180度回転して次項図 2のように
した時の表示値が、左右の差になる。

表示値が 48以下の時は、サイ ドバランスは

合格になる。

(10ポンド未満 。バランス規格参照)
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親指穴

図 2
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*サイ ドウエイ ト測定と同じ手順で測定
*下図 3のようにボールを載せセットする。
*後の樟(さお)の錘(お もり)で水平をとるc
*水平が取れた時点で、 ド図 4の ようにボー
ルを 180度回転して、前の樟の錘を動かし
て水平をとる。

右・左に動かし、左右 3オンス以内であれば、
フィンガーバランスは合格になる。 (10
ポンド未満・バランス規格参照)

図 3
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図 4
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量́ 者

*サイ ドウエイ ト測定と同じ手順で測定
*下図 3のようにボールを載せ 0スイッチを
押し、表示を0にセットする。
*ボールを 180度回転して下図 4の ようにし
た時の表示値が、左右の差になる。

表示値が 48以下の時は、フィンガーバランス

は合格になる。 (10ポンド未満・バランス

規格参照)
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*サイ ドウエイ ト測定と同じ手順で測定
*下図 5のようにボールを載せセットするЭ
*後の悼(さお)の錘(お もり)で水平をとる。
*水平が取れた時点で、 ド図 6のように
ボールを 180度回転して、前のさおの錘を

動かして水平をとる。

*右。左に動かし、左右 3オンス以内であれば、
トップウエイ トバランスは合格になる。

(10ポ ンド未満・バランス規格参照)

図 5

後 の

前 の 手早

図 6

後 の

訂rσ)手早

計 量 者

一
Ｉ
Ｌ

キ旨プて

親 指 穴

親 指 穴

l旨 フヽ

*サイ ドウエイ ト測定と同じ手順で測定
*下図 5のようにボールを載せ 0スイッチを

押し、表示を0にセットする。
*ボールを 180度回転して下図 6の ようにし
た時の表示値が、左右の差になる。

*表示値が 48以下の時は、トップウエイ トバ

ランスは合格になる。

(10ポ ンド未満・バランス規格参照)

図 5

親指穴

図 6

親指穴

<指穴や窪みのないボール>
手動バランサー オー トバランサー

*指穴や窪みの無いボールの検査の場合は、

〔ボールのどの半球の差を測定しても規格の範囲内でなければならない。〕

(バランス規格のとおりとする。・バランス規格参照)
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ョゞ

々ヽ ル の 中 心 決 定 方 法

ボールの中心は、バランス検査のために必要であり、ボールの中心は検査の

基準点であり、最も重要なものである。

<ボールの中心の決定方法>

図 1 図 1指穴 (フィンが―)が 3つ、親指穴 (サムホール)場合

図 1の A― Bは 2つの指穴 (フ ィンガー)の中心を結

線であり、E点は A― B間の中点である。C点は親指

穴 (サム)の中心であり、C― E間の中点 Dがボール

の中心である。

A B
E

+

D

C

図 2 B 図2指穴  (フアンカ―゙) が 3ノD、  親キ旨ブく (サムホール)ち易:合

E F C

図 2の とおり、実線 A一 B一 Cは 3つの指穴 (フ ィン
ガー)の 中心を結んでいる。Eと Fは、それぞれ
A― B、 B― C間の中点である。Gは Eと F間の中点
とする。

Gと Dを結び、この線の中間点 Hがボールの中心で
ある。

A
●
G
●

― ―

―

一

H

D

図 3 B 図 3指穴 (フィンが―)が 2つ、親指穴 (サムホール)場合

A F H
G 図 3の A一 B及び C―Dはそれぞれ二つの指穴

(フ ィンガー)の中心を結んだ線であり、さらにそれ
ぞれの中点であるF― Gを結んだ線の中点であるH
とサムホールの中心 E間の中点 Iがボールの中心であ
るЭ

●
1

I  T

一

―

―

●

D

E

図 4
A

B

図 4指穴 (フインが―)が 1つ、親指穴 (サ琳―ル)場合
図 4は Aの指穴 (フィガ ー)の ド部エッジ中心から
Bの親指穴 (サムホール)の 上部エッジを結んだ線の中心
がボールの中心になる
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図 5～は親指穴 (サムホール)がない場合の中心の出し方

親指穴 (サムホール)が無いボールについての手のひらを置く方向を示す(十)マークは表面の窪みや
溝、傷とみなさい。+マークについては以下の条件で付けるようにする。
a)中心点より直 ド (2イ ンチ (5.08セ ンチメー トル)ぐ らいの場所)で手のひら中心付近につける
こと

b)サイズは0.3937イ ンチ (1センチメー トル)以 上0.7874イ ンチ (2センチメー トル)程度、深さ
については特に定めないが、ローリングトラックにかかる場合はレーンに傷がつかない深さとする

こと

c)マークを付ける道具については特に定めないこととする

それぞれの図での十マークの位置 (掌や手の大きさにより異なります)を示しています。

図 5 図4は A‐B2つの指穴 (フ ィンガー)のみで
A― Bを結んだ線の中心が中心点になる。

A
●

B

図 6 図 6は指穴 1個の場合にはAが中心になるc

A

図 7

図 7)1

図 71す指穴 :3個ブ)場合

図 7)1 _ヽ 一B、 B一 C、 A‐ CIまそィ|ぞィt つJ,指穴 (フ ィンガー,t′ )下部のエ ンジで

結んだ線であり、さらにそれそれの中点で力)る E‐ F、 中点 DtCプ )|十 1:エ ツジυ,1■

心を結んだ線げ)中点であるGがボーー′しハ|||′ 亡ヽである .A D

E F 図 7)2 A― B、 B― C、 A‐ C Itそれそれ三′)の指穴 (フ ィンガー)プ )|ヽ ‖:√ )エ ッジで

結んだ線であり、さら1こそれそれ (ハ中点である E‐ F、 中点 Dと Cノ )下 F「工 /ジの ||

心を結んだ繰ノフ中1,であるG■ボールタ)中心でふる _

C

図 7)2

A
B

D

F

E
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図 8 図 8は指穴 4個の場合
A一 B及び C一Dはそれぞれ二つの指穴 (フ ィンガー)A   C

D の中心を結んだ線であり、さらにそれぞれの中点で

るE― Fを結んだ線の中点であるGがボールの中心
ある。

B
●

E F

G

図 9

B
図 9は指穴 2個の場合
A― Bを結んだ線の中心が中心点になる。
手をひねって薬指側に来ている状態

●
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JB企認ゴール 王塾証三覧表

認定番号 認  定   回 ボ ル  名 中 請 者

第 15¨01号 2003年 9月  13 11 CONTROL(コントロール) mコ バ商事

第115‐02号 2004年 1月 23日 SCH00L ACE(ス クールエース) 日本ホ
゛
ウリンク
ヾ
商工会

第 16‐03号 2004今110月 1日 TAFNEX(タ フネックス) mァ シックス

第116‐04号 2004年 10月 1「 |

SUPERCRASH

(ス ーパー クラッシュ)
田アシックス

第 16‐05号 2005年 3月 19日
ATHLETE

(アス リー ト)
日本エホ
゛
ナイト閥

第 17‐06号 2005左F16月 20 卜|
ATHLETE GULLY

(ア ス リー トガ リー )
|1本エホ
゛
ナイトm

第 17…07号 2005年 9 月 20 11
ATHLETE R shock

(アスリートRショック)
日本エホ
゛
ナイト1株

第117‐08号 2005年‐10月 25口
ATHLETE KAISER

(アスリー トカイザー)
日本エホ
゛
ナイト憫

第118‐09号 2006イ1110月  26 口 コン トロールキュービック 田コバ商事

第 18… 10号 2006`年110ダ]26 日 コン トロールアース 田コバ商事

第 24‐ 11号 2012年 9月 30 H くまモンボール アメサカンホ
゛
ウリングサーヒ

゛
ス(ABS)

第125‐ 12号 2013年 9月 29 Fl ぐんまちゃんスヘ
・アホ―゙ル アメリカンホ

゛
ウリング十一ビス(ABS)

第 25‐ 13号 2013年 12月 10「 l 発、くヒ'ンスヘ
｀
アーホ
・`―ル アメリカンホ

｀`
ウリングサーヒ

゛
ス(ABS)

第 25‐ 14号 20144■ 3月 26日 さのまるくんスヘ
‐
アーホ―゙ル アメサカンホ

゛
ウリングサーヒ

ヾ
ス(ABS)
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